
                                

       されます。今回はおよそ１２０年ぶりの抜本改正だそうです。インターネットの利用など現

   2019年12月吉日
     　  以上、宜しくお願い申し上げます。

　        ・改正後の民法では支払上限額（限度額）を決めない根保証の契約は無効になり

          　ます。（賃貸借契約の連帯保証人が個人である場合）

ご　担　当　者　様

   行民法制定時には想定していなかった社会の変化を踏まえ内容を分かりやすくしたものだ

　　いつもお世話になります。

　さて　来年４月から民法のうち債権関係を規定する債権法の改正により改正民法が施行

                した敷金の額からそれまでに生じた金銭債務の額を控除した残額であるこ

    3  賃貸借終了後の収去義務及び原状回復義務

                となどのルールを明確化しています。

       　     ・改正後の民法では，賃借人は，賃借物を受け取った後に生じた損傷につい

               て原状回復義務を負うこと，しかし，通常損耗や経年変化については原状

　そうです。

　   不動産の賃貸借契約に関わるものでは、

               回復義務を負わないことを明記しました。

         きはやや少なくなってきているようです。

　　　       というような内容ですが紙面の都合で説明しきれないくらい多くの項目です。な

2  敷金のルール

　        ・改正後の民法では，これまでの実務に従い，敷金を「いかなる名目による

　         かを問わず，賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に

1　保証人の保護

         事業用不動産市況につきましては先月と同じく変化はありませんが、年末近くになって動

　 　   　賃貸借契約に関するご相談事（契約内容・本店商号・役員の変更等）がございましたら

　   　 　いつでもご連絡下さいませ。

       ※賃貸借中物件の家主様･借主様にｱﾝｹｰﾄ及び市場調査を兼ねまして ご連絡させて頂いております。

 　            対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で，賃借人が賃貸人に

                して賃借物が返還された時点で敷金返還債務が生じること，その額は受領

             　交付する金銭」と定義しました。その上で，判例に従い，賃貸借契約が終了

               お現在締結済みの既存の賃貸借契約については、改正民法施行後もそのまま有効

               と扱われます。

株式会社コスモ不動産情報 本社
〒596-0826 岸和田市作才町1-1-28

アベビル3Ｆ

ＴＥＬ 072-433-2580 ＦＡＸ 072-433-2833

E-ma i l i n fo@cosmo-f j .co . jp

堺支店
〒590-0946 堺市堺区熊野町東3-2-25

村上ビル201

ＴＥＬ 072-223-2511 ＦＡＸ 072-223-2627

E-ma i l i n fo-saka i@cosmo-f j . co . j p

東大阪支店
〒577-0012東大阪市長田東4-2-32

大真ビル904号

ＴＥＬ 06-6748-7110 ＦＡＸ 06-6748-7120

E-ma i l i n fo-h i gash iosaka@cosmo-f j . co . j p

西大阪支店(西大阪研究所)
〒551-0013 大阪市大正区小林西1-9-5

ＴＥＬ 06-6551-1127 ＦＡＸ 06-6551-1100

E-ma i l i n fo-n i sh iosaka@cosmo-f j . co . j p 

株式会社コスモ不動産情報
本社 福井：090-8167-1330（担当エリア：和泉・泉大津以南方面）
堺支店 土居：080-5633-8055（担当エリア：堺・高石・松原・富田林方面）
東大阪支店 相川：090-1152-9928（担当エリア：八尾・東大阪・北河内方面）(北大阪方面兼任)

兵頭：090-4493-8570（担当エリア：東大阪～大阪市東部方面）
西大阪支店 佐久間：090-9212-9294（担当エリア：大阪市～尼崎・神戸方面）

特販ｸﾞﾙｰﾌﾟ 木下：090-3714-9526
管理・ﾘﾌｫｰﾑ事業部 木下：090-3718-0485

足立：090-3678-9240
相続・資産整理・任意売却担当 行政書士 福井：直通ﾀﾞｲﾔﾙ 090-8167-1330

リース＆売 買


